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   国民健康保険特定健康診査等実施計画 

策定委員会について 
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１ 国民健康保険特定健診等実施計画策定委員会委員名簿 

（敬称略・順不同） 

委  員  名 所    属 

中山 健夫 京都大学大学院 医学研究科 教授 

高嶋 直敬 
滋賀医科大学 社会医学講座  

公衆衛生学部門講師 

吉﨑 健 
草津栗東医師会 

玉川スマイルクリニック院長 

村杉 紀明 
びわこ薬剤師会会長 

みのり薬局 栗東店 

山本 正行 草津市国民健康保険運営協議会会長 

喜田 久子 草津市健康推進員連絡協議会会長 

苗村 光廣 南部健康福祉事務所所長 

山元 清美 被保険者代表 

谷口 久子 被保険者代表 

任期 平成２９年８月１日～平成３０年３月３１日 

 

   事務局 

氏 名 所 属 

西 典子 健康福祉部 部長 

冨安 知翔 〃    理事 

杉江 茂樹     〃    副部長 

小川 薫子     〃    副部長 

田中 歩 保険年金課 課長 

柴田 健次      〃    副参事 

田中 みどり 健康増進課 課長 

井上 昌子      〃    専門員 

太田 一郎 地域保健課 課長 

松尾 晶子      〃    副参事 
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２ 草津市附属機関設置条例                         

 

（趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１３８条の４第３項に規定する附属

機関（以下「附属機関」という。）の設置等については、法律もしくはこれに基づく政令または他の

条例に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。 

（附属機関の設置およびその担任する事務） 

第２条 市は、市長の附属機関として別表第１の名称の欄に掲げる機関を置き、その担任する事務

を同表の担任事務の欄に掲げるとおり定める。 

２ 市は、教育委員会の附属機関として別表第２の名称の欄に掲げる機関を置き、その担任する事

務を同表の担任事務の欄に掲げるとおり定める。 

（組織） 

第３条 附属機関の委員の定数は、別表第１および別表第２の定数の欄に掲げるとおりとする。 

２ 附属機関が担任する事務のうち、特定または専門の事項について調査審議等をするため、当該

附属機関の委員で構成する分科会、部会その他これらに類する組織を当該附属機関に置くこと

ができる。 

（委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、当該附属機関

の属する執行機関が定める。  

   付 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 ※以下の付則は、省略 

 

別表第１（第２条第１項、第３条第１項関係） ※抜粋 

名称 担任事務 定数 

草津市国民健康保

険特定健康診査等

実施計画策定委員

会 

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律

第 80 号)に規定する特定健康診査等実施計画の策

定に関し必要な事項についての調査審議に関する

事務 

15人以内 

別表第２（第２条第２項、第３条第１項関係） ※省略 

別表第３（第２条第２項、第３条第１項関係） ※省略 

別表第４（第２条第２項、第３条第１項関係） ※省略 
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３ 草津市附属機関運営規則                         

 

  (趣旨） 

第１条 この規則は、草津市附属機関設置条例（平成２５年草津市条例第３号。以下「条例」という。）

別表第１に掲げる市長の附属機関（別に定めるものを除く。以下「附属機関」という。）の運営に関

し必要な事項を定めるものとする。 

 （委員） 

第２条 附属機関の委員は、別表第１の委員資格者の欄に掲げる者のうちから市長が委嘱し、また

は任命する。 

 （任期） 

第３条 附属機関の委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

２ 別表第２に掲げる附属機関の委員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、それぞれ同表の任

期の欄に掲げるとおりとする。 

 （委員長等） 

第４条 附属機関に委員長および副委員長を置く。 

２ 前項の規定は、委員長の名称に会長その他これに類する名称を、副委員長の名称に副会長そ

の他これに類する名称を用いることを妨げるものではない。 

３ 委員長（会長その他これに類する名称である場合を含む。以下同じ。）および副委員長（副会長

その他これに類する名称である場合を含む。以下同じ）は、委員の互選によりこれを定める。 

４ 委員長は、附属機関を代表し、会務を総理する。 

５ 副委員長は、委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 

６ 委員長および副委員長にともに事故があるときまたは委員長および副委員長がともに欠けたとき

は、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

７ 別表第３に掲げる附属機関の委員長および副委員長は、第３項の規定にかかわらず、それぞれ

同表の委員長および副委員長の欄に掲げる者をもって充てる。 

 （附属機関の会議） 

第５条 附属機関の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長、副委員長および前条第５項により

指名された委員の全てが不在の場合は、市長が招集する。 

２ 委員長は、会議の議長となる。 

 （定足数および議決の方法） 

第６条 附属機関の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

２ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによ

る。 

３ 前２項の規定にかかわらず、別表第４に掲げる附属機関の定足数および議決の方法は、それぞ

れ同表の定足数および議決の方法の欄に掲げるとおりとする。 

 （関係人の出席等） 

第７条 附属機関は、必要と認めたときは、その議事に関し専門的知識を持つ者または関係人を出

席させ、説明または意見を聴くことができる。 
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 （守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

 （分科会等） 

第９条 条例第３条第２項の規定により、別表第５に掲げる附属機関に、それぞれ分科会等の欄に掲

げる分科会、部会その他これらに類する組織（以下「分科会等」という。）を置き、担任事務の欄に

掲げる事務を所掌させる。 

 （庶務） 

第１０条 別表第１に掲げる附属機関の庶務は、同表の所属の欄に掲げる所属がこれを行う。 

 （その他） 

第１１条 この規則に定めるもののほか附属機関の運営に関し必要な事項は、委員長が附属機関に

諮ってこれを定める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

 ※以下の付則は、省略 

 

別表第１（第２条、第１０条関係） ※抜粋 

附属機関の名称 委員資格者 所属 

草津市国民健康保険

特定健康診査等実施

計画策定委員会 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 草津市国民健康保険運営協議会会員 

(3) その他市長が必要と認める者 

健康福祉部保険年

金課 

 

別表第２（第３条第２項関係） ※抜粋 

附属機関の名称 任期 

草津市国民健康保険特定健康診査等

実施計画策定委員会 

委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日

まで 

別表第３（第４条第７項関係） ※省略 

別表第４（第６条関係） ※省略 

別表第５（第９条） ※省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


